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平成 28 年５月 11 日 

                                            上場会社名   旭精機工業株式会社 

代表者     取締役社長     山口 央 

（コード番号 6111 名証第二部） 

問合せ先責任者 取締役経理部長  神谷 真二 

（電話 0561-52-5300） 

 

（訂正）「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」の一部訂正について 

 

当社が平成28年４月27日に公表いたしました「平成28年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」

につきまして、下記の通り一部訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 
【訂正箇所】 
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Ⅴ財務諸表 
   ５．財務諸表に関する注記事項 

     （退職給付関係） 

（訂正前） 
２．確定給付制度 
(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

 
前事業年度 

（平成27年３月31日） 

当事業年度 

（平成28年３月31日） 

積立型制度の退職給付債務 1,316,971千円 1,426,347千円 
年金資産 △1,426,347 △1,385,983 

 △109,376 40,364 
非積立型制度の退職給付債務 831,993 663,232 

未積立退職給付債務 722,617 703,596 
未認識数理計算上の差異 △669 2,496 
未認識過去勤務費用 46,225 40,447 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 768,173 746,539 
     

退職給付引当金 768,173 746,539 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 768,173 746,539 

 
（訂正後） 
２．確定給付制度 
(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表 

 
前事業年度 

（平成27年３月31日） 

当事業年度 

（平成28年３月31日） 

積立型制度の退職給付債務 1,316,971千円 1,251,643千円 
年金資産 △1,426,347 △1,385,983 

 △109,376 △134,340 
非積立型制度の退職給付債務 831,993 837,935 

未積立退職給付債務 722,617 703,595 
未認識数理計算上の差異 △669 2,496 
未認識過去勤務費用 46,225 40,448 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 768,173 746,539 
     

退職給付引当金 768,173 746,539 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 768,173 746,539 

 

各 位 
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Ⅴ財務諸表 
   ５．財務諸表に関する注記事項 

     （税効果会計関係） 

（訂正前） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
 前事業年度 

（平成27年３月31日） 
 

当事業年度 

（平成28年３月31日） 

法定実効税率 34.9％  32.4％ 
（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9  1.5 
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9  △0.8 
住民税均等割 1.1  2.0 
税額控除 △5.7  △5.9 
評価性引当額の増減 △0.1  1.0 
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 6.5  5.1 
その他 -  △0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7  34.8 

 

（訂正後） 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
 前事業年度 

（平成27年３月31日） 
 

当事業年度 

（平成28年３月31日） 

法定実効税率 34.9％  32.4％ 
（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9  1.0 
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9  △0.6 
住民税均等割 1.1  1.3 
税額控除 △5.7  △3.8 
評価性引当額の増減 △0.1  0.6 
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 6.5  3.3 
その他 -  0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7  34.8 

 

以 上 


